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平成21年４月１日（水）

 

号　　外（21）

議　会　関　係

訓　　令

　○山形県議会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令……………………………………………………………１

  議　会　関　係  

訓　　　　　令

山形県議会訓令第２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　会　事　務　局

　山形県議会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成21年４月１日

山形県議会議長　　佐　　　貝　　　全　　　健

　　　山形県議会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令

　山形県議会事務局文書管理規程（昭和42年３月県議会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

　第11条第３項中「総務部総務課」を「総務部文書課」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)
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